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平成２１年第１回三重県議会定例会提出予定議案概要（その１）

区 分 件 名 概 要

予 算 １件
条 例 案 ６件 議案 ７件
その他議案 件
報 告 件
認 定 件
提 出 件

計 ７件

（注）現段階での予定案件であり、今後若干の変更が
ある場合がある。

◎予算
（１件）

総務部 【１】平成 年度三重県一般会計補正予算（第８号）20
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区 分 件 名 概 要

◎条例案
（６件） 【２】

生活・文化部 三重県ふるさと雇用再生特 国から交付されるふるさと雇用再生特別交付金ならびに緊
別基金条例案 急雇用創出事業臨時特例交付金により、緊急に雇用及び就業
【３】 の機会の創出を図る事業を実施するため、三重県ふるさと雇
三重県緊急雇用創出事業臨 用再生特別基金並びに三重県緊急雇用創出事業臨時特例基金
時特例基金条例案 を設置するものである。

（ ）公布の日から施行

（主な制定内容）

(1) 基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用等

について規定する。

(2) 平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。

(3) 基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額

を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

〈参 考〉

○ ふるさと雇用再生特別交付金の概要

現下の雇用失業情勢が下降局面にある中で、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の実情や創

意工夫に基づき、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、ふるさと

雇用再生特別交付金を創設し、これを基に基金を造成し地域における事業の実施を支援する。

○ 緊急雇用創出事業臨時特例交付金の概要

雇用失業情勢が下降局面にある中で、非正規労働者、中高年齢者等に対する一層の雇用調整の進行

が懸念されることから、都道府県に対する交付金を創設し、これに基づく基金を財源として、地方公

共団体が民間企業、シルバー人材センター等に事業を委託等して、非正規労働者、中高年齢者等の一

時的な雇用・就業機会の創出及びこれらの者に対する生活・就業相談を総合的に支援する緊急雇用創

出事業を実施する。

【４】
三重県消費者行政活性化基 国から交付される地方消費者行政活性化交付金により、消
金条例案 費生活相談窓口の機能強化等を図るため、三重県消費者行政

活性化基金を設置するものである。
（ ）公布の日から施行

（主な制定内容）

(1) 基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用等

について規定する。

(2) 平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

(3) 基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額

を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

〈参 考〉

○ 地方消費者行政活性化交付金の概要

消費生活相談の複雑化、高度化が進む中、消費生活相談窓口の機能強化等を図るため、都道府県に

設置する基金の造成に必要な経費を交付することにより、地方公共団体の消費者行政活性化の取組を

支援し、地域の消費者の安心を確保しようとするものである。
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区 分 件 名 概 要

【５】
健康福祉部 三重県安心こども基金条例 国から交付される子育て支援対策臨時特例交付金により、

案 子どもを安心して育てることができる体制を整備するため、
三重県安心こども基金を設置するものである。

（公布の日から施行）

（主な制定内容）

(1) 基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用等

について規定する。

(2) 平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。

(3) 基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額

を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

〈参 考〉

○ 子育て支援対策臨時特例交付金の概要

「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備、認定こども園等の新たな保育需用への対応及び保育

の質の向上のための研修などを実施し、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行う

、 、 。ため 子育て支援対策臨時特例交付金を創設し これを基に基金を造成し子育て支援事業を実施する

【６】
三重県妊婦健康診査支援基 国から交付される妊婦健康診査臨時特例交付金により、市
金条例案 町が実施する妊婦健康診査事業の円滑な推進を図るため、三

重県妊婦健康診査支援基金を設置するものである。
（公布の日から施行）

（主な制定内容）

(1) 基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用等

について規定する。

(2) 平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。

(3) 基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額

を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

〈参 考〉

○ 妊婦健康診査臨時特例交付金の概要

近年、出産年齢の上昇等により、健康管理がより重要となる妊婦が増加傾向にあるとともに、経済

的な理由等により健康診査を受診しない妊婦もみられ、母体や胎児の健康確保を図る上で、妊婦健康

診査の重要性、必要性が一層高まっているところである。

このため、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に必要な経費を

交付することにより、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。
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区 分 件 名 概 要

【７】
健康福祉部 三重県障害者自立支援対策 障害者自立支援対策臨時特例基金の設置の目的となる事業
つづき 臨時特例基金条例の一部を の追加及び実施期間の延長に伴い、規定を整備するものであ

改正する条例案 る。
（公布の日から施行）

（改正内容）

(1) 基金の設置の目的に福祉及び介護の人材確保を図るための事業を

追加する。

(2) 事業の実施期間を平成２３年度まで延長する。

(3) 事業の精算については、平成２４年１２月３１日までとする。

〈参 考〉

○ 障害者自立支援対策臨時特例基金の概要

障害者自立支援法の円滑な実施を図るため、法施行に伴う激変緩和、新たな事業に直ちに移行でき

ない事業者の経過的な支援及び新法への円滑な移行の促進に対応するため、障害者自立支援対策臨時

特例交付金を交付し、もって障害児及び障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう支援することを目的として平成１８年度に各都道府県に交付されたものである。

この交付金をもって、平成１８年度に障害者自立支援対策臨時特例基金を造成している。
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平成２１年第１回三重県議会定例会提出予定議案概要（その２）

区 分 件 名 概 要

予 算 １６件
条 例 案 ２７件 議案 ５９件
その他議案 １６件
報 告 １３件
認 定 － 件
提 出 － 件

計 ７２件

（注）現段階での予定案件であり、今後若干の変更が
ある場合がある。

◎予算
（１６件）

総務部 【１】平成 年度三重県一般会計予算21

【２】平成 年度三重県交通災害共済事業特別会計予算21

【３】平成 年度三重県母子及び寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算21

【４】平成 年度三重県立小児心療センターあすなろ学園事業特別会計予算21

【５】平成 年度三重県農業改良資金貸付事業等特別会計予算21

【６】平成 年度三重県地方卸売市場事業特別会計予算21

【７】平成 年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計予算21

【８】平成 年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算21

【９】平成 年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計予算21

【１０】平成 年度三重県港湾整備事業特別会計予算21

【１１】平成 年度三重県流域下水道事業特別会計予算21

【１２】平成 年度三重県公共用地先行取得事業特別会計予算21

【１３】平成 年度三重県水道事業会計予算21

【１４】平成 年度三重県工業用水道事業会計予算21

【１５】平成 年度三重県電気事業会計予算21

【１６】平成 年度三重県病院事業会計予算21
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区 分 件 名 概 要

◎条例案
（２７件） 【１７】

政策部 三重県統計調査条例案 統計法の改正にかんがみ、県統計調査の実施及び結果の利
用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を
図り、もって県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄
与することを目的として、三重県統計調査条例の全部を改正
するものである。

（ ）平成２１年４月１日から施行

（主な改正内容）

(1) 統計データが有効に活用できるよう、調査票情報の県機関での二

次利用や外部の公的機関への提供について、規定を整備する。

(2) 統計調査対象者の秘密保護の強化を図るため、罰則規定を整備す

る。

(3) その他規定を整備するものとする。

〈参 考〉

「社会の情報基盤としての統計」を基本理念とし、統計調査の有効利用を促進するとともに、統計

調査対象者の秘密保護の強化を図ることなどを目的として、統計法が全部改正され、新統計法として

平成２１年４月１日に全面施行される。

この新しい統計法との整合性を図る観点から、三重県統計調査条例を全部改正することとした。

【１８】
防災危機管理部 三重県防災対策推進条例案 防災対策に関し、基本理念を定め、県民、自主防災組織、

事業者及び県の責務並びに市町の役割を明らかにするととも
に、相互の緊密な連携の下、災害が発生した場合における被
害の軽減を図るための施策についての基本的な事項を定める
ことにより、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって
災害に強い地域社会の実現に寄与するため、三重県地震対策
推進条例の全部を改正する必要がある。

（ ）公布の日から施行

（主な改正内容）

(1) 条例の題名を三重県防災対策推進条例（現行 三重県地震対策推

進条例）に改める。

(2) 対象を地震から自然災害全般とする。

(3) 施策別の構成から主体別の構成とする。

【１９】
総務部 職員の勤務時間の見直し等 職員の勤務時間の見直し等に伴い、関係条例の規定を整備

に伴う関係条例の整備に関 するものである。
（ ）する条例案 平成２１年４月１日から施行

（主な改正内容）

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

ア 職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、１日につ

き7時間45分を割り振るものとする。

イ その他規定を整備するものとする。

(2) 職員の育児休業等に関する条例の一部改正

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正
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区 分 件 名 概 要

【２０】
政策部 三重県の事務処理の特例に 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、

関する条例の一部を改正す 知事の権限に属する事務の一部を市町が処理することについ
る条例案 て改正を行うものである。

（ （ 、 ）平成21年4月 日 一部平成21年6月1日 平成21年7月1日1
から施行）

（主な改正内容）

(1) 農地法第４条第１項の規定に基づく農地の転用の許可（同一の事

業の目的に供するため2ヘクタール以下の農地を転用する場合に限

る ）等の事務を処理することとする市町に多気町及び大台町を加え。

るものとする。

(2) (1)に伴い、租税特別措置法第７０条の４第３０項（同法第７０条の

６第３６項において準用する場合を含む ）の規定による農地法第４。

条及び第５条の許可を行ったことによって農地の所有権の移転等の

事実が生じた旨を、所轄税務署長へ通知（ 1）に掲げる許可に係るも（

のに限る ）する事務を処理することとする市町に多気町及び大台町。

を加えるものとする。

(3) 三重県食の安全・安心の確保に関する条例第２４条第１項の規定に基づく食

品等の自主回収報告の受理及び同条例第２５条第１項から第３項までの規定に

基づく自主回収に係る指導等の事務を新たに四日市市へ移譲するものとする。

(4) 薬事法の改正に伴い規定を整備するものとする。

〈参 考〉

○ 地方自治法

（条例による事務処理の特例）

第２５２条の１７の２ 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるとこ

ろにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理す

ることとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

【２１】
総務部 三重県職員定数条例の一部 平成２１年度の職員定数の見直しに伴い、知事の事務部局

を改正する条例案 等の職員の定数の改正を行うものである。
（ ）平成２１年４月１日から施行

（主な改正内容）

職員定数の改正

知事の事務部局

現行4,670人 改正後4,500人 増減△170人

企業庁の職員

現行278人 改正後269人 増減△9人
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区 分 件 名 概 要

【２２】
総務部 知事及び副知事等の給与の 県の財政状況を考慮し、知事及び副知事等の給与を減額す
つづき 特例に関する条例の一部を るための特例期間の延長等の改正を行うものである。

改正する条例案 （平成２１年４月１日から施行）

（主な改正内容）

・知事及び副知事等の給与を減額するための特例期間を平成２２年

３月３１日（現行 平成２１年３月３１日）まで延長する。

〈参 考〉

○ 改正理由

平成１７年度から４年間、知事、副知事等及び管理職員については、給与の特例的な減額を実施

しているが、県の財政状況は依然として厳しいことから、引き続き１年間（平成２１年度）も同様

の取組を継続することによるものである。
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区 分 件 名 概 要

【２４】
教育委員会 三重県手数料条例の一部を 教育職員免許法の一部改正等にかんがみ、手数料について
健康福祉部 改正する条例案 の規定を整備するものである。
農水商工部 （平成２１年４月１日（一部、平成２１年４月１６日、平
環境森林部 成２１年５月１日、平成２１年６月１日）から施行）
県土整備部

（主な改正内容）生活・文化部
(1) 教育職員免許法関係

教員免許更新制の導入に伴う事務手数料の設定

(2) 三重県立看護短期大学の証明書交付手数料の廃止

(3) 介護保険法関係

・介護支援専門員実務研修受講試験手数料の額の改正

・介護サービス情報調査事務手数料の額の改正等

(4) 薬事法関係

動物用医薬品特例店舗販売業許可申請手数料の追加等

(5) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係

狩猟免許申請手数料等の額の改正

(6) 建築士法関係

二級建築士試験又は木造建築士試験手数料の額の改正

(7) 職業能力開発促進法施行令関係

技能検定試験手数料（実技試験を行う場合）の額の改正

<参 考>

○ 教育職員免許法関係

平成１９年６月の教育職員免許法の改正により、教員免許更新制が平成２１年４月１日から導入

される。

教員免許更新制の概要

・更新制の目的は、教員として必要な最新の知識技能を身につけること。

・平成２１年４月１日以降に授与された教育職員免許状に１０年間の有効期間が付されること。

・免許状を更新するためには、有効期間が切れる２ヶ月前までの２年間で３０時間以上の免許状

更新講習（注）の受講・修了が必要となること。

・平成２１年３月３１日以前に免許状を取得した者も、生年月日に応じて１０年毎に免許状更新

講習の受講・修了が必要となること。

（注）免許状更新講習

文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習

○ 介護保険法関係

・介護支援専門員実務研修受講試験

介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了した者が「介護支援専門員資格登

録簿」に登録される。登録後、介護支援専門員証の交付を受けた者が、介護支援専門員としての

業務に就くことができる。

・介護サービス情報の公表制度

、 。利用者が介護サービスに係る情報を事前に入手し 介護サービス事業所を比較検討できる制度

平成１８年４月から実施され、順次インターネット等を通じて公開している。

○ 薬事法関係

薬事法の改正（平成１８年６月）により、一般用医薬品が副作用などのリスクで分類され、その

。 、リスクに応じた医薬品販売制度が平成２１年６月１日から導入されることになった この制度には

新たに動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例による動物用医薬品特例店舗販売業の許可制度が、

導入される。

○ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、建築士法及び職業能力開発促進法施行令関係

・地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正

地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められる手数料標準額については、地方分権推

進計画（平成１０年５月閣議決定）に基づき、原則として３年ごとに見直しが行われており、平

成２０年度は見直しの年度である。
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区 分 件 名 概 要

【２５】
防災危機管理部 三重県消防、火薬、高圧ガ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正にか

ス及び電気関係手数料条例 んがみ、規定を整備するものである。
の一部を改正する条例案 （平成２１年４月１日から施行）

（主な改正内容）

(1) 火薬類取締法に規定する試験手数料を改正する。

(2) 高圧ガス保安法に規定する試験手数料を改正する。

(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定

する試験手数料を改正する。

〈参 考〉

○ 改正理由

地方自治法第２２８条第１項に規定する「手数料について全国的に統一して定めることが特に必

要と認められるものとして政令で定める事務」及び「政令で定める手数料」として制定されている

地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されるため、三重県消防、火薬、高圧ガス及び電

気関係手数料条例を改正するものである。

○ 地方自治法

（分担金等に関する規制及び罰則）

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなけ

ればならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認

められるものとして政令で定める事務（以下本項において「標準事務」という ）について手数。

料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で

定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

【２６】
農水商工部 三重県家畜保健衛生所手数 ＰＣＲ法による遺伝子学的検査の導入に伴い、手数料につ

料条例の一部を改正する条 いての規定を整備するものである。
例案 （平成２１年４月１日から施行）

（主な改正内容）

・ＰＣＲ法による遺伝子学的検査１件につき、３，０５０円の手数料

を徴収することを追加する。

〈参考〉

○ 家畜伝染病の診断に必要な検査を加える。

○ ＰＣＲ法

1 ＰＣＲ法とは

ＰＣＲ法は、微量のＤＮＡを短時間で大量に複製する技術で、大量に複製したＤＮＡを用い

て何由来のＤＮＡか(結核菌のＤＮＡか、鳥インフルエンザのＤＮＡか)特定する手法で、医療

や犯罪捜査にも広く利用されている。

2 利点

(1) 迅速性

たとえば、鳥インフルエンザの診断をウイルス分離で実施すると2日から3日要するが、Ｐ

ＣＲ法で実施すると半日で特定でき、いち早くまん延防止措置をとることが可能になる。

(2) 応用範囲が広い

一部の試薬を変えるだけで、多くの遺伝子(家畜伝染病のウイルスや細菌の遺伝子)に対応

可能である。
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区 分 件 名 概 要

【２７】
警察本部 三重県警察関係手数料条例 道路交通法等の一部改正に伴い、手数料についての規定を

の一部を改正する条例案 整備するものである。
（平成２１年６月１日から（一部平成２１年４月１日又は規
則で定める日）施行）

（主な改正項目）

・道路交通法関係手数料について講習手数料の区分及び手数料の額を

変更し、認知機能検査手数料を設ける。

・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係手数料について

手数料の額の変更を行う。

・その他の手数料に認知機能検査講習手数料を設ける。

＜参 考＞

○ 道路交通法の一部を改正する法律（平成１９年法律第９０号）

運転免許更新手続において75歳以上の高齢運転者に対する認知機能検査及び認知機能検査の結果

に基づく高齢者講習について、新たに規定されたものである。

（ ）○ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 平成２０年政令第３９８号

自動車運転代行業の認定の申請に対する審査に係る手数料が改定されるものである。

【２８】
健康福祉部 三重県介護保険財政安定化 介護保険財政安定化基金の積立て等の状況にかんがみ、拠

基金条例の一部を改正する 出率について所要の改正をするものである。
条例案 （平成２１年４月１日から施行）

（改正内容）

1,000 1 0・拠出率 改正前 分の 改正後

〈参 考〉

○ 財政安定化基金の概要

介護保険制度が安定的に運営されるよう、見込みを上回る給付費増や保険料収納不足により、市町

等の介護保険特別会計に赤字が出ることとなった場合に 市町等に対して資金の交付・貸付を行うた、

め、都道府県に設置される （介護保険法 第１４７条）。

○ 基金の状況

平成２０年度末の基金保有額見込み 約４７億８千万円

貸付・交付額（累計） 約９億２千万円

【２９】
三重県看護職員等修学資金 県内に歯科技工士を確保する目的等により、修学資金の返
返還免除に関する条例の一 還免除に関する規定を整備するものである。

（ ）部を改正する条例案 平成２１年４月１日から施行

（主な改正内容）

○ 歯科技工士修学資金制度における返還免除に関する規定を制定

・返還免除の対象者 歯科技工士法の規定に基づく学校又は養成所

に在学し、資金の貸与を受けた者

・返還免除となる従事期間 ５年間
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区 分 件 名 概 要

【３０】
生活・文化部 三重県立職業能力開発施設 三重県立津高等技術学校において、離職者の訓練に係る授

条例の一部を改正する条例 業料等を徴収しない場合の規定を整備するものである。
（ ）案 公布の日から施行

（主な改正内容）

(1) 授業料等の納付要件の規定に規則で定める普通過程の訓練科に係

る者についての除外規定を加える。

(2) 改正後の授業料等の規定は、平成 年 月 日以後に入校しよう21 4 1
とする者から適用する。

〈参 考〉

○ 改正理由

、国からの委託により国費負担による離職者向けの訓練コースを津高等技術学校に設置するにあたり

離職者向けに行う普通課程訓練に係る者から授業料等を徴収しない場合の規定を加える。

【３１】
教育委員会 公立学校職員定数条例の一 平成２１年度における公立学校の児童生徒数の増減に伴う

部を改正する条例案 教職員定数の変動等に伴い、公立学校職員の定数等の改正を
行うものである。

（ ）平成２１年４月１日から施行

（主な改正内容）

・公立学校職員定数の改正

現行 改正後 増減

県立学校 高等学校 3,781人 3,751人 △30人

特別支援学校 1,087人 1,083人 △ 4人

市町立学校 小学校 7,269人 7,261人 △ 8人

中学校 3,925人 3,892人 △33人

合計 16,062人 15,987人 △75人

【３２】
三重県教育職員特別免許状 教育職員免許法の一部改正に伴い、規定を整備するもので
授与審査委員の設置に関す ある。
る条例の一部を改正する条 （平成２１年４月１日から施行）

（主な改正内容）例案
・法律の改正に伴う引用条文の条項ずれにより、規定を整備する。

〈参 考〉

○ 特別免許状制度

(1) 制度の概要

大学での養成教育を受けていない者に、都道府県教育委員会の行う教育職員検定により免許

状を授与する。昭和６３年の教育職員免許法の改正により制度化

(2) 制度のねらい

優れた知識や技能を有する社会人に免許状を与え、教員として迎え入れることにより、学校

教育の多様化への対応とその活性化をねらいとする。
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区 分 件 名 概 要

【３３】
教育委員会 公立学校職員の勤務時間、 公立学校職員の勤務時間の見直し等に伴い、規定を整備す
つづき 休暇等に関する条例の一部 るものである。

を改正する条例案 （平成２１年４月１日から施行)

（主な改正内容）

(1) 公立学校職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、1日に

つき7時間45分を割り振るものとする。

(2) その他規定を整備するものとする。

【３４】
三重県立高等学校条例の一 県立高等学校の配置及び規模の適正化を図るため、三重県
部を改正する条例案 立四日市高等学校通信制課程及び三重県立南伊勢高等学校南

島分校を廃止するものである。
（平成２１年４月１日から施行）

（主な改正内容）

・三重県立四日市高等学校通信制課程及び三重県立南伊勢高等学校南

島分校に係る規定を削る。

【３５】
三重県立熊野少年自然の家 三重県立熊野少年自然の家の管理を指定管理者に行わせる
条例の一部を改正する条例 ことについて、その業務の範囲等を定めるとともに、同施設
案 の一層の効果的かつ効率的な運営を図るため、利用料金を指

定管理者に収受させる規定等を設けるものである。
（ （ ） ）平成２２年４月１日 一部公布の日 から施行

（主な改正内容）

(1) 三重県立熊野少年自然の家の管理を指定管理者に行わせる。

(2) 指定管理者が行う業務の範囲について定める。

(3) 指定管理者の指定の手続きとして、指定管理者の指定の申請、指

定管理者の指定等について定める。

(4) 指定管理者が行う管理の基準として、休業日、利用の許可、利用

の制限等について定める。

(5) 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

(6) 利用料金は、指定管理者が条例に定める金額の範囲内で知事の承

認を受けて定める。

(7) 宿泊室の利用区分と利用料金を改正するとともに、その他の施設

及び設備等の利用料金を新たに定める。

〈参 考〉

○ 県立熊野少年自然の家の概要

・宿泊管理棟・・・宿泊室（210人収容 、事務室、研修室、食堂等）

・体育館

・野外炊事場

・天体観測ドーム
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区 分 件 名 概 要

【３６】
企業庁 三重県公営企業の設置等に 三重県北部広域圏広域的水道整備計画の改定に伴い、北

関する条例の一部を改正す 中勢水道の一日最大給水量を改定するものである。
（ ）る条例案 公布の日から施行

（主な改正内容）

北中勢水道の一日最大給水量を ㎥（現行 ㎥）に引・ 289,516 343,900
き下げる。

〈参 考〉

○ 広域的水道整備計画の改定理由

近年の社会経済状況の変化などにより、水需要と計画水量に乖離が生じ、北部広域圏の 市町か12
ら広域的水道整備計画の改定について要請があり、平成 年 月に改定が行われた。20 3

○ 北部広域圏広域的水道整備計画における北中勢水道用水供給事業 第 次拡張事業 の内容 改（ ） （2
定後）

事業主体 三重県1
給水対象 桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、木曽岬町、川越町、朝日町2

菰野町、津市、松阪市（ 市 町）6 4
目標年度 平成 年度（改定前 平成 年度）3 30 22
一日最大給水量 ㎥（北勢地域 ㎥、中勢地域 ㎥）4 76,800 18,000 58,800

（改定前 ㎥（北勢地域 ㎥、中勢地域 ㎥ ）131,184 47,600 83,584 ）

水 源 長良川河口堰5
根幹的水道施設である当該事業の工事期間6

平成 年度～平成 年度（改定前 平成 年度～平成 年度）5 29 5 19
事業費概算額 億円（改定前 億円）7 1,033 1,200

○ 事業縮小の手続き

広域的水道整備計画改定要請（市町→県 ・・・・・・・・・・平成 年 月1 19 8）

広域的水道整備計画の市町同意 ・・・・・・・・・・・・・・平成 年 月2 20 2
広域的水道整備計画の県議会同意（改定 ・・・・・・・・・・平成 年 月3 20 3）

三重県公営企業の設置等に関する条例の改正 ・・・・・・・・平成 年 月予定4 21 3

○ 一日最大給水量の内訳(㎥)

北勢系 中勢系

区 分 木曽川 三重用 長良川 雲出川 長良川 合 計

用水系 水系 水系 水系 水系

80,300 51,000 47,600 81,416 83,584 343,900変更前

80,300 51,000 18,000 81,416 58,800 289,516変更後



- 16 -

区 分 件 名 概 要

【３７】
企業庁 三重県水道供給条例の一部 伊賀水道用水供給事業において、伊賀市への給水を開始す
つづき を改正する条例案 ること及び北中勢水道用水供給事業において、亀山市の区域

への給水を一部開始することに伴い、規定を整備するもので
ある。
（ （ ） ）平成２１年４月１日 一部平成２１年７月１日 から施行

（主な改正内容）

(1) 伊賀水道用水供給事業の料金に関する規定を整備する。

基本料金の料率「 円 、使用料金の料率「 円 、超過料金1,600 65」 」

の料率「 円」180
(2) 北中勢水道用水供給事業の北勢系長良川水系における亀山市の区

域に係る料金に関する規定を整備する。

ア 亀山市の区域に係る料金（新たに設定する料金）

基本料金の料率「 円 、使用料金の料率「 円 、超過料3,130 39」 」

金の料率「 円」180
イ 亀山市の区域以外の区域に係る料金（現行料金）

基本料金の料率「 円 、使用料金の料率「 円 、超過料1,400 39」 」

金の料率「 円」180

〈参 考〉

○ 伊賀水道用水供給事業

計 画 目 標 年 度 平成30年度

水 源 淀川水系木津川（補助水源：川上ダム）

一日最大取水量 30,914㎥

一日最大給水量 28,750㎥

工 事 期 間 平成10年度～平成20年度

給 水 対 象 市（伊賀市）1
給 水 開 始 予 定 平成21年4月1日

平成 年 月 日から伊賀市へ給水を開始することに伴い、基本料金、使用料金及び超過料金の21 4 1
料率を定めるものである。

○ 北中勢水道用水供給事業 北勢系 長良川水系 給水状況 （単位 ㎥日）/
市 町 名 一部給水 一部給水 長良川水系計

（平成 年 月 （平成 年 月 （平成 年 月13 4 21 7 23 4
給水開始 給水開始予定） 給水開始予定））

2,000 2,000 1,100桑名市

1,700 1,700 2,000木曽岬町

700 700 2,200四日市市

- - 700菰野町

1,000 1,000 1,000朝日町

1,000 1,000 1,400川越町

- - 2,200鈴鹿市

- 7,000 7,400亀山市

6,400 13,400 18,000計

北勢系長良川水系については、一日最大給水量 ㎥のうち、平成 年から北勢 市 町（桑18,000 13 2 3
6,400 21 7名市、四日市市、木曽岬町、朝日町、川越町）へ日量 ㎥の給水を開始しているが、平成 年

月 日から亀山市へ給水を一部開始することに伴い、基本料金、使用料金及び超過料金の料率を定1
めるものである。
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区 分 件 名 概 要

【３８】
病院事業庁 三重県病院事業庁看護師修 助産師になろうとする者に貸与する修学資金の返還を免除

学資金返還免除に関する条 することにより、県立病院において業務に従事する助産師の
例の一部を改正する条例案 確保を図るものである。

（平成２１年４月１日から施行）

（主な改正内容）

(1) 題名を「三重県病院事業庁助産師及び看護師修学資金返還免除に

関する条例」に改める。

(2) 返還免除となる要件に助産師を追加する。

【３９】
警察本部 三重県警察職員定員条例の 厳しさを増す治安情勢に的確に対処するため、警察職員の

一部を改正する条例案 定員の改正を行うものである。
（規則で定める日から施行）

（主な改正項目）

警察官の定員を改める。・
現行 改正後 増減

警視 人 人 人111 112 1
警部 人 人 人231 232 1
警部補及び巡査部長 人 人 人1,737 1,746 9
巡査 人 人 人908 913 5

合 計 人 人 人2,987 3,003 16

【４０】
出納局 三重県積立基金条例を廃止 所期の目的を達したため、三重県積立基金条例を廃止する

する条例案 ものである。
（平成２１年４月１日から施行）

〈参 考〉

○ 三重県積立基金の概要

三重県積立基金は、歳計剰余金等の積立を定めた明治４５年制定の縣積立金設置規程などに基づく

積立金を、昭和２４年に条例による積立金とした後、全国的に民間資金が不足していた昭和２０年代

後半から３０年代にかけて、政策遂行にあたり県として支援するため株式を保有するなど一定の役割

を果たしてきた。昭和３９年には三重県積立基金条例により基金として設置され、平成１５年から平

成１８年にかけて保有していた株式を全て売却するとともに、平成１２年度からは財務会計システム

の開発、運用費等の財源に充ててきたが、今年度で残額がなくなることから、廃止することとした。
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【４１】
政策部 三重県水資源対策基金条例 三重県水資源対策基金の目的を達し、基金の全部を処分す

を廃止する条例案 ることに伴い、基金条例を廃止するものである。
（平成２１年４月１日から施行）

〈参 考〉

○ 三重県水資源対策基金条例の概要

長良川河口堰建設事業、三重用水事業等の大規模な水資源開発事業が実施され、これらの建設完了

に伴い、多額の償還金が生じ、県財政を圧迫することが予測されたことから、独立行政法人水資源機

構が行う事業に係る県の利水負担金の財源に充てるため、三重県水資源対策基金を、昭和６１年度に

設置したものである。

【４２】
総務部 三重県振興拠点地域におけ 多極分散型国土形成促進法に基づく三重県振興拠点地域基

る県税の特例措置に関する 本構想の廃止等に伴い、県税の特例措置を定めた条例につい
条例等を廃止する条例案 て、廃止を行うものである。

（公布の日から施行）

〈参 考〉

○ 廃止理由

・三重県振興拠点地域における県税の特例措置に関する条例については、多極分散型国土形成促進法

に基づき承認された県の振興拠点地域基本構想が廃止されたことにより、適用されることがなくなっ

たことから、この条例を廃止する。昭和三十四年第十五号台風被害者に対する県税の減免等に関する

条例及び昭和三十五年チリ地震津波被害者に対する県税の減免に関する条例については、その適用が

ないことから、これらの条例を廃止する。

・昭和三十四年第十五号台風被害者に対する県税の減免等に関する条例

減免の申請 災害を受けた日から６０日以内

※昭和３４年第１５号台風（気象庁によって「伊勢湾台風」と命名）９月２６日上陸、２７日に温

帯低気圧に変わる。

・昭和三十五年チリ地震津波被害者に対する県税の減免に関する条例

減免の申請 条例公布日（昭和３５年８月１５日）から３０日以内

【４３】
健康福祉部 病院事業の在り方検討委員 三重県病院事業の在り方に係る調査審議が終了したことに

会条例を廃止する条例案 伴い、病院事業の在り方検討委員会条例を廃止するものであ
る。 （公布の日から施行）
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◎その他議案
（１６件） 【４４】

総務部 包括外部監査契約について 包括外部監査契約について、地方自治法第２５２条の３６
第１項に規定する包括外部監査契約を締結するものである。

契約の目的 包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に( )1
関する報告

(2) 契約の始期 平成２１年４月１日

(3) 契約金額 14,725,200円を上限とする額

(4) 契約の相手方 水野信勝：公認会計士

【４５】
全国自治宝くじ事務協議会 全国自治宝くじ事務協議会に岡山市が加入することについ
規約の一部変更について て、全国自治宝くじ事務協議会規約（昭和３０年三重県告示

第３０１号）の一部を変更するものである。
（ ）平成２１年４月１日から施行

【４６】
環境森林部 林道関係建設事業に対する 平成２１年度において県の行う林道関係建設事業は、市町

市町の負担について 内の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するも
のであり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部を当該
市町に負担を求めるものである。

【４７】
農水商工部 県営農水産関係建設事業に 平成２１年度において県の行う農水産関係建設事業は、市

対する市町の負担について 町内の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与する
ものであり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部を当
該市町に負担を求めるものである。

【４８】
県土整備部 土木関係建設事業に対する 平成２１年度において県の行う土木関係建設事業は、市町

市町の負担について 内の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するも
のであり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部を当該
市町に負担を求めるものである。
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【４９】
県土整備部 北勢沿岸流域下水道（北部 北勢沿岸流域下水道（北部処理区）の維持管理等に要する
つづき 処理区）維持管理等に要す 経費に充てるため、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

る費用の市町負担の改定に ３１条の２第１項の規定により、平成２１年度から平成２３
ついて 年度までの関係市町の負担を次のとおり定める。

１関係市町
四日市市 桑名市 いなべ市 東員町 菰野町 朝日町
川越町
２負担金
流入水量１立方メートルにつき ５８円

〈参 考〉

○供用開始年月：昭和６３年１月

○現行単価：流入水量１立方メートルにつき ６１円（平成２０年度）

【５０】
北勢沿岸流域下水道（南部 北勢沿岸流域下水道（南部処理区）の維持管理等に要する
処理区）維持管理等に要す 経費に充てるため、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第
る費用の市負担の改定につ ３１条の２第１項の規定により、平成２１年度から平成２３
いて 年度までの関係市の負担を次のとおり定める。

１関係市
四日市市 鈴鹿市 亀山市
２負担金
流入水量１立方メートルにつき ７１円

〈参 考〉

○供用開始年月：平成８年１月

○現行単価：流入水量１立方メートルにつき ７２円（平成２０年度）

【５１】
中勢沿岸流域下水道（雲出 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）の維持管理等に
川左岸処理区）維持管理等 要する経費に充てるため、下水道法（昭和３３年法律第７９
に要する費用の市負担の改 号）第３１条の２第１項の規定により、平成２１年度から平
定について 成２３年度までの関係市の負担を次のとおり定める。

１関係市
津市
２負担金
流入水量１立方メートルにつき ８１円

〈 〉参 考

○供用開始年月：平成５年４月

○現行単価：流入水量１立方メートルにつき ７６円（平成２０年度）
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【５２】
県土整備部 中勢沿岸流域下水道（松阪 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）の維持管理等に要する
つづき 処理区）維持管理等に要す 経費に充てるため、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

る費用の市町負担の改定に ３１条の２第１項の規定により、平成２１年度から平成２３
ついて 年度までの関係市町の負担を次のとおり定める。

１関係市町
津市 松阪市 多気町
２負担金
一般排水
流入水量１立方メートルにつき ８０円
特定排水
流入水量１立方メートルにつき １００円

〈 〉参 考

○供用開始年月：平成１０年４月

○現行単価：一般排水

流入水量１立方メートルにつき ９０円（平成１０年度～）

特定排水

流入水量１立方メートルにつき １１０円（平成１０年度～）

【５３】
総務部 工事請負契約について 三重県伊勢庁舎本館等建築工事

○場所 伊勢市勢田町地内
○契約金額 円1,979,250,000
○契約方法 一般競争入札

2 10-13○請負者住所氏名 四日市市久保田町 丁目
ナカノフドー・丸亀産業・日本屋特定建
設工事共同企業体
代表者 株式会社ナカノフドー建設三重
営業所
所長 磯島 英治

○工事の概要 本館 ＲＣ造 ４階一部２階建
延べ面積 ㎡9,253.34
上記にかかる建築工事一式

【５４】
県土整備部 工事請負契約について 一般国道１６７号第二伊勢道路（４号トンネル（仮称 ））

国補道路改良工事
○場所 伊勢市朝熊町地内～二見町松下地内
○契約金額 円1,528,800,000
○契約方法 一般競争入札
○請負者住所氏名 鈴鹿市白子町字長ヲサ２９８８－１

・稲葉・宮本特定建設工事共同企NIPPO
業体
代表者 株式会社 コーポレーシNIPPO
ョン三重統括事務所
所長 北浦 喜一

○工事の概要 トンネル工 Ｌ＝４８１ｍ
道路工 Ｌ＝ ６４ｍ
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【５５】
県土整備部 工事請負契約について 一般地方道蓮峡線（１号橋梁上部工）地方道路交付金工事
つづき ○場所 松阪市飯高町森地内～飯高町宮本地内

○契約金額 円519,750,000
○契約方法 一般競争入札
○請負者住所氏名 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目１３番

２６号
松尾橋梁株式会社名古屋営業所
所長 柴山 峰明

○工事の概要 橋梁上部工 Ｌ＝ ８８ｍ

【５６】
工事請負契約について 宮川流域下水道（宮川処理区）宮川浄化センターⅠ系３・

４池水処理施設（土木）建設工事
○場所 伊勢市大湊町地内
○契約金額 円981,750,000
○契約方法 一般競争入札
○請負者住所氏名 伊勢市浦口４丁目１番１１号

山野・西邦特定建設工事共同企業体
代表者 株式会社山野建設
代表取締役 山野 稔

3
○工事の概要 掘削土工 ３１，２２０ m

3
コンクリート工 ７，３５０ m
鉄筋工 ６３７ｔ
既製杭工 １９０本

【５７】
工事請負契約について 宮川流域下水道（宮川処理区）宮川幹線（第８工区）管渠

工事
○場所 伊勢市小俣町元町地内～小俣町本町地内
○契約金額 円813,750,000
○契約方法 一般競争入札
○請負者住所氏名 伊勢市円座町１００５番地

森・宮本特定建設工事共同企業体
代表者 株式会社森組
代表取締役 森 修

○工事の概要 施工延長 １，４３６ｍ
シールド工 １，４３１ｍ
（セグメント外径 １，８００ ）mm
立坑工 １箇所
人孔工 １基
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【５８】
（ 。） （ ） 、教育委員会 訴えの提起 和解を含む 三重県立南伊勢高等学校 南勢校舎 の学校用地について

について 所有権確認請求事件に係る訴訟により、三重県の所有である
ことが確定したため、所有権移転登記手続を求めるものであ
る。

〈参 考〉

１ 相手方住所氏名 愛知県瀬戸市松原町一丁目 番地65
藤田 幸雄

２ 事件名 所有権移転登記手続請求事件

３ 事件の内容 三重県立南伊勢高等学校（南勢校舎）の学校用地について、所有権確認請

求事件に係る訴訟により、三重県の所有であることが確定したため、所有権

移転登記手続を求める訴訟である。

４ 請求の要旨 三重県が相手方に対して、所有権移転登記手続を求める。

【５９】
農水商工部 三重県地方卸売市場の指定 三重県地方卸売市場の一層の効果的かつ効率的な運営を図

管理者の指定について るため、三重県地方卸売市場の管理を行う指定管理者を指定
するものである。

○指定管理者
所在地 松阪市小津町８００番地
名 称 みえ中央市場マネジメント株式会社
代表者 代表取締役 山下 純一郎

○指定の期間
平成21年4月1日から平成26年3月31日まで
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◎報告
１３件 【６０】（ ）

県土整備部 専決処分の報告について 県営住宅家賃の滞納に伴う家賃の請求等の訴えの提起（和
訴えの提起 和解を含む 解を含む ）を行った。（ （ 。） 。
について）

【６１】
生活・文化部 専決処分の報告について 平成２０年１０月２２日津市久居明神町地内の駐車場にお

（損害賠償の額の決定及び いて発生した生活・文化部（勤労・雇用支援室）に係る自動
和解について） 車による公務上の事故に関して損害賠償の額について和解し

た。
損害賠償額 円75,000

【６２】
健康福祉部 専決処分の報告について 平成２０年１０月１５日名張市桔梗が丘地内の市道におい

（損害賠償の額の決定及び て発生した伊賀保健福祉事務所（保健衛生室）に係る自動車
和解について） による公務上の事故に関して損害賠償の額について和解し

た。
損害賠償額 円12,943

【６３】
農水商工部 専決処分の報告について 平成２０年１１月２５日津市芸濃町地内の県道津芸濃大山

（損害賠償の額の決定及び 田線において発生した津農林水産商工環境事務所（総務企画
和解について） 農地室）に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償

の額について和解した。
損害賠償額 円82,500

【６４】
県土整備部 専決処分の報告について 平成２０年６月１３日鳥羽市鳥羽三丁目地内の国道１６７

（損害賠償の額の決定及び 号において発生した志摩建設事務所（総務・管理・建築室）
和解について） に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償の額につ

いて和解した。
損害賠償額 円320,138

【６５】
警察本部 専決処分の報告について 平成２０年６月１３日松阪市小野江町地内の市道において

（損害賠償の額の決定及び 発生した松阪警察署に係る自動車による公務上の事故に関し
和解について） て損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円278,000
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【６６】
警察本部 専決処分の報告について 平成２０年７月２２日名張市下比奈知地内の市道において
つづき （損害賠償の額の決定及び 発生した名張警察署に係る自動車による公務上の事故に関し

和解について） て損害賠償の額について和解した。
損害賠償額 円49,305

【６７】
専決処分の報告について 平成２０年８月１５日四日市市西日野町地内の市道におい
（損害賠償の額の決定及び て発生した四日市南警察署に係る自動車による公務上の事故
和解について） に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円20,493

【６８】
専決処分の報告について 平成２０年９月３日四日市市貝塚町地内の国道２３号にお
（損害賠償の額の決定及び いて発生した交通規制課に係る自動車による公務上の事故に
和解について） 関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円127,000

【６９】
専決処分の報告について 平成２０年９月１０日鈴鹿市稲生三丁目地内の市道におい
（損害賠償の額の決定及び て発生した鈴鹿警察署に係る自動車による公務上の事故に関
和解について） して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円958,906

【７０】
専決処分の報告について 平成２０年１０月１９日志摩市大王町地内の国道２６０号
（損害賠償の額の決定及び において発生した鳥羽警察署に係る自動車による公務上の事
和解について） 故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 円52,800

【７１】
県土整備部 専決処分の報告について 平成１９年８月５日鈴鹿市須賀町地内の県道南堀江須賀線

（損害賠償の額の決定及び において、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害
和解について） 賠償の額について和解した。

損害賠償額 円10,962

【７２】
専決処分の報告について 平成２０年１０月６日伊賀市川上地内の県道松阪青山線に
（損害賠償の額の決定及び おいて、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠
和解について） 償の額について和解した。

損害賠償額 円170,383
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区 分 件 名 概 要

予 算 件
条 例 案 件 議案 １件
その他議案 １件
報 告 件

計 １件

◎その他議案
（１件） 【１】

総務部 工事請負契約について 三重県伊勢庁舎本館等電気設備工事
○場所 伊勢市勢田町６２８－２ ほか
○契約金額 円364,350,000
○契約方法 一般競争入札
○請負者住所氏名 四日市市西浦１丁目４番１１号

川北・大東・植田特定建設工事共同企業
体
代表者 川北電気工業株式会社三重営業
所
所長 鈴木 利夫

○工事の概要 本館 ＲＣ造 ４階一部２階建
延べ面積 ㎡9,253.34
上記にかかる電気設備工事一式


